
契約書（案） 
 

 
公益財団法人新国立劇場運営財団（以下「甲」という。）と＊＊＊＊（以下「乙」とい
う。）は、新国立劇場総合情報システム（以下「総合情報システム」という。）に関する
総括運用支援業務（以下「本業務」という。）に関して、次の通りこの契約（以下「本契
約」という。）を締結する。 
 

第１章 総則 
 
第１条 （契約の目的） 
本契約は、甲が、乙に対して依頼する下記の点について、基本的な契約事項を定めること
を目的とする。 

① 本条第２項第１号で定める仕様書（以下「仕様書」という）で定める通り、本業
務に従事する技術者（以下「派遣技術者」という。）を、財団に派遣すること。
なお、派遣に関する詳細については、別途締結する、労働者派遣基本契約書およ
び労働者派遣個別契約書（以下合わせて「派遣契約書」という。）で定める。 

② 仕様書で定める通り、総合情報システムのＰＤＣＡサイクル最適化について支援
を行うこと。 

③ その他必要な事項 
２ 本契約は、この契約書のほか以下の各号の文書から構成され、合わせて本契約の内容を

規定するものとする。 
① 令和４年度新国立劇場総合情報システム総括運用支援業務仕様書 
② その他、本業務に関して本契約締結までに甲乙間で取り交わされた文書 

 
第２条 （契約期間、派遣期間） 
契約期間及び派遣技術者の派遣期間は、ともに令和４年８月１日から令和７年７月３１日
までとする。 
 
第３条 （契約金額） 
契約金額は総額金＊＊＊＊円とする（消費税等＊＊＊＊円を含む）。 
なお、仕様書で定める派遣期間を前提とする。ただし、派遣業務実施時間が、前述の派遣期
間を超過する場合は、乙より別途提出された派遣技術者の時間単価表に基づき、派遣契約書
の定めに準じた金額を支払うものとする。 
 
第４条 （支払） 
甲は、乙に対し、第３条に定める契約金額総額を契約期間月数で除した額を、契約期間開始
後、１ヶ月経過ごとに支払うものとする。なお、契約金額総額は、本契約の締結時における
消費税率に基づく金額であり、本契約期間の中途において消費税率が改正された場合には、



改正以後の支払金額に関する消費税額は改正後の税率に基づき算出することとする。 
２ 乙は、該当月の翌月５日までに甲の担当部署へ請求書を送付し、甲は請求書を受理した

後、速やかに支払うものとする。 
３ 乙の責に帰すべき事故により、甲の業務執行に支障を生じた時の支払いについては、甲

乙協議の上、当該月の支払いを減額することができるものとする。 
 

第２章 資料並びに情報の取扱い及び権利の帰属 
 
第５条 （資料等の提供及び返還） 
甲は乙に対し、本契約に定める条件に従い、本業務遂行に必要な資料等の開示、貸与等の提
供を行うものとする。 
２ 前項に定めるもののほか、乙から甲に対し、本業務遂行に必要な資料等の提供の要請が

あった場合、甲乙協議の上、甲は乙に対しこれらの提供を行うものとする。 
３ 本業務の遂行上、甲の事務所等で乙が作業を実施する必要がある場合、甲は当該作業実

施場所（当該作業実施場所における必要な機器、設備等作業環境を含む。）を、甲乙協議
の上、乙に提供するものとする。 

４ 甲が前各項により乙に提供する資料等又は作業実施場所に関して、内容等の誤り又は
甲の提供遅延によって生じた乙の本業務の履行遅滞、納入物の契約不適合等の結果につ
いては、乙はその責を免れるものとする。但し、乙が内容等の誤りあることを知りながら、
又は過失により知らずに告げなかった場合はこの限りではない。 

５ 甲から提供を受けた資料等（次条第２項による複製物及び改変物を含む。）が本業務遂
行上不要となったときは、乙は遅滞なくこれらを甲に返還又は甲の指示に従った処置を
行うものとする。 

 
第６条 （資料等の管理） 
乙は甲から提供された本業務に関する資料等を善良な管理者の注意をもって管理、保管し、
かつ、本業務以外の用途に使用してはならない。 
２ 乙は甲から提供された本業務に関する資料等を本業務遂行上必要な範囲内で複製又は

改変できるものとする。 
 
第７条 （秘密情報の取扱い）  
甲および乙は、本業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上
の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘
密である旨を示して開示した情報で開示後 7 日以内に書面により内容を特定した情報（以
下あわせて「秘密情報」という。）を第三者に漏洩してはならない。但し、次の各号のいず
れか一つに該当する情報についてはこの限りではない。また、甲、乙は秘密情報のうち法令
の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することが
できるものとする。 

① 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報 



② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 
③ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 
④ 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 

２ 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものと
する。 

３ 甲および乙は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的
の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるも
のとする。 

４ 甲および乙は、秘密情報を、本契約の目的のために知る必要のある各自（本契約に基づ
き乙が再委託する場合の再委託先を含む。）の従事者に限り開示するものとし、本契約に
基づき甲及び乙が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該
従事者に退職後も含め課すものとする。 

５ 秘密情報の提供及び返却等については、第５条（資料等の提供及び返還）を準用する。 
６ 秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条の規定に優先

して適用されるものとする。 
７ 本条の規定は、本契約終了後、５年間存続する。 
 
第８条 （個人情報） 
乙は、個人情報の保護に関する法律（本条において、以下「法」という。）に定める個人情
報であって、本件業務遂行に際して甲より取扱を委託されたもの（以下「個人情報」という。）
を第三者に漏洩してはならない。なお、甲は、個人情報を乙に提示する際はその旨明示する
ものとする。また、甲は、甲の有する個人情報を乙に提供する場合には、個人が特定できな
いよう加工した上で、乙に提供するよう務めるものとする。 
２ 乙は、個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。 
３ 乙は、個人情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約及び本契約の目

的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に甲から書面による承諾を受けるもの
とする。 

４ 個人情報の提供及び返却等については、第５条（資料等の提供及び返還）を準用する。 
 
第９条 （著作権、特許権） 
本件業務に関する著作権、特許権の取り扱いについては、仕様書で定める通りとする。 
 

第３章 一般条項 
 
第１０条（権利義務譲渡の禁止） 
甲、乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継
させ、又は本契約から生じる権利義務の一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保
に供してはならない。 
 



第１１条（解約） 
甲は、専ら甲に起因する事由により、本契約の契約期間が満了する前に解約を行おうとする
場合、解約を希望する日の３ヶ月以上前に乙に通知し、乙の合意を得ることとする。 
２ 第１項による解約時に甲が行うべき派遣技術者への対応は、派遣契約書で定める。 
３ 第１項により本契約を解約したときは、甲は、乙に対し、解約月の翌月以降の委託業務

に該当する費用を支払わないこととする。 
 
第１２条（解除） 
甲、乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なし
に直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。 

① 重大な過失又は背信行為があった場合 
② 支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手

続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合 
③ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 
④ 公租公課の滞納処分を受けた場合 
⑤ その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合 

２ 甲、乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反（別添の仕様書において定められた
個々の業務の不備を含む。）し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の不履行が是
正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

３ 甲、乙について、暴力団が関与していることが判明した場合の契約解除については、次
条の規定が本条の規定に優先して適用されるものとする。 

４ 甲、乙が本条第１項、第２項により契約を解除した場合、同時に派遣契約書も解除され
ることとする。 

５ 甲が、本条第１項、第２項により契約を解除した場合、甲は、第１１条第２項の義務を
負わない。 

 
第１３条（暴力団関与の場合の契約の解除等） 
甲または乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む｡）が、暴力団員による不
当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する暴力団又は暴力
団員と関係があることが判明した場合（以下、本条では暴力団又は暴力団員と関係があった
ものを「当事者」という。）、相手方は何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができ
る。 
２ 当事者は、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約

金額）の１００分の１０に相当する金額（その金額に１００円未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てた金額）を、相手方が本契約を解除するか否かにかかわらず、且つ、
相手方が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、違約金（損害賠償額の
予定）として相手方の指定する期間内に支払わなければならない。 

３ 第１頃に規定する場合において、当事者が事業者団体であり、既に解散しているときは、
相手方は、当事者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求する



ことができる。この場合において、当事者の代表者であった者及び構成員であった者は、
連帯して支払わなければならない。 

４ 第２項の規定は、相手方に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を
超える場合において、相手方がその超える分について当事者に対し損害賠償金を請求す
ることを妨げるものではない。 

５ 当事者が、第２項の違約金及び前項の損害賠償金を相手方が指定する期間内に支払わ
ないときは、当事者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年５
パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。 

６ 本条第１項により契約が解除された場合、同時に派遣契約書も解除されることとする。 
７ 本条第１項により契約が解除された場合、相手方は第１１条第２項の義務を負わない。 
８ 本条の規定は、本契約が終了した後も有効に存続するものとする。 
 
第１４条（損害賠償） 
甲、乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、相
手方に対して、損害賠償を請求することができる。 
 
第１５条（和解による紛争解決） 
本契約に関し、甲乙間に紛争が生じた場合、甲、乙は、第１６条所定の紛争解決手続をとる
前に、協議を十分に行うとともに、次項の措置をとらなければならない。 
２ 前項所定の協議で甲乙間の紛争を解決することができない場合、第１６条に定める紛

争解決手続をとろうとする当事者は、相手方に対し紛争解決のための権限を有する代表
者又は代理権を有する役員その他の者との間の協議を申し入れ、相手方が当該通知を受
領してから１０日以内に東京（都市名）において、誠実に協議を行うことにより紛争解決
を図るものとする。 

３ 前項に定める認証紛争解決手続によって和解が成立する見込みがないことを理由に当
該認証紛争解決手続が終了した場合、甲、乙は、第１６条所定の紛争解決手続をとること
ができる。 

 
第１６条（合意管轄） 
本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一
審の専属的合意管轄裁判所とする。 
 
第１７条（協議） 
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協
議し、円満に解決を図るものとする。 
 
 
 
 



この契約を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印の上各１通を保管する。  
 
 
 
＊＊年＊＊月＊＊日 
 
 
甲 東京都渋谷区本町１－１－１ 
  公益財団法人新国立劇場運営財団 
  理事長 尾﨑 元規 
 
 
乙 ＊＊＊＊ 



特定労働者派遣基本契約書（案） 

 
公益財団法人新国立劇場運営財団（以下、甲という）と、＊＊＊＊（以下、乙という）と

は、技術者の派遣に関して｢労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に
関する法律｣（以下、労働者派遣法、略して派遣法という）に基づいて、次の通り特定労働
者派遣基本契約（以下、本契約という）を締結する。 
 
第１条 （目的） 

本契約は、乙が常時雇用する技術者（以下、派遣技術者という。）をその雇用関係の下
に甲に派遣し、甲が派遣技術者を指揮命令して第２条に定義する個別契約において定め
る業務に従事させることを目的として、本契約を締結する。 

 
第２条 （本契約の適用） 

本契約は、乙が甲に対して行う技術者の派遣に関する特定労働者派遣個別契約（以下、
個別契約という）の全てに適用されるものとする。 

 
第３条 （派遣法の手続） 

乙は、甲に対して、派遣法に基づき特定労働者派遣事業の届出の受理、その他技術者派
遣を行うのに必要な同法所定の手続を全て適法に完了していることを保証するとともに、
厚生労働大臣の届出受理番号が以下の通りであることを保証する。 

 
  届出受理番号      ＊＊＊＊＊                  
  届出受理年月日     ＊＊＊＊＊                  
 
第４条 （個別契約） 

甲及び乙は、乙が甲に派遣技術者を派遣する都度、当該派遣技術者について個別契約を
結び、個別契約においては、次の内容を定めるものとする。 

(1) 派遣技術者の従事する業務内容 
(2) 派遣技術者が従事する就業場所 
(3) 派遣技術者の派遣期間 
(4) 派遣期間中の就業日の指定 
(5) 派遣就業の就業時間並びに休憩時間 
(6) 時間外労働および休日労働に関する内容 
(7) 指揮命令者の所属・役職・氏名 
(8) 派遣元責任者及び派遣先責任者の所属・役職・氏名 
(9) 安全及び衛生に関する内容 
(10) 派遣技術者の人数 
(11) 派遣料 



(12) 派遣技術者からの苦情の処理 
(13) 政令で定める業務について派遣を行う場合、政令の号番号 
(14) 一定の中途解約にあたって講ずる措置 
(15) その他派遣法第２６条第１項に定める内容 

２．甲及び乙は、個別契約において本契約の一部の適用を排除し、又は本契約と異なる事項
を定めることができる。この場合、個別契約の条項が本契約に優先するものとする。 

 
第５条 （派遣労働条件の確保措置） 

乙は、甲が派遣技術者に対し、別途締結する個別契約に定める労働を行わせることによ
り、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、
その他所定の法令上の手続等をとるとともに、派遣就業が適正に行われるよう、就業規則
等乙の派遣技術者に対する諸規則を整備し派遣就業条件の確保を図らなければならない
ものとする。 

２．乙は、派遣技術者を派遣するにおいて、前項の措置をしたにもかかわらず、甲が労働者
派遣法、労働基準法等に定める義務を遵守せず、乙の書面による催告にも関わらず、是
正されなかった場合、派遣法第２８条に基づき、本契約を解除することができる。 

 
第６条 （派遣技術者の通知） 

乙は、個別契約締結後、派遣法第３５条の定めるところにより、当該個別契約に係る派
遣技術者の氏名その他の所定事項を甲に通知しなければならないものとする。 

 
第７条 （派遣技術者の個人情報の管理） 

甲は、派遣技術者に関する個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人を識別す
ることができるもの（他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができ
ることとなるものを含む。）をいう。以下同じ。）を適正に管理し、必要な措置を講じなけ
ればならない。 

 
第８条 （派遣技術者の選任・変更） 

乙は、個別契約ごとに本契約の目的を達成するために必要な資格、能力、知識、技術、
技能、経験等があり、派遣業務を遂行できる技術者を自己と雇用関係にある技術者の中か
ら選任し、派遣技術者として派遣するものとする。 

２．甲は、派遣技術者の中に派遣業務の実施について著しく不適当な者がいると認めたとき
は、その理由を付して乙に通知し、乙に必要な措置をとるよう要求することができるも
のとする。 

３．乙が乙の事由により派遣技術者を変更する場合は、３０日前までに甲に対して変更理由
及び変更対象の派遣技術者名を書面により通知するものとする。その場合、乙は、第６
条の規定に基づき、変更した派遣技術者の氏名その他の所定事項を甲に通知しなければ
ならないものとする。 

 



第９条 （責任者） 
個別契約を締結するとき、甲は派遣先責任者（以下、派遣先責任者という）を、乙は派

遣元責任者（以下、派遣元責任者という）をそれぞれ選任して、個別契約にてこれを明記
するものとする。 

２．派遣先責任者および派遣元責任者は、本契約及び個別契約並びに派遣法の定めに従いそ
の職務を遂行するものとする。 

３．派遣先責任者及び派遣元責任者の変更は、第２０条第４項によるものとする。 
 
第１０条 （指揮命令） 

個別契約を締結するとき、甲は、派遣技術者に対して直接指揮命令を行うもの（以下、
指揮命令者という）を選任して個別契約書にこれを記載するものとする。 

２．甲は、前項の指揮命令者を変更する必要がある場合、乙に対し速やかに変更理由及び変
更対象の指揮命令者を書面により通知するものとする。 

 
第１１条 （設備、資料等の提供） 

甲は、派遣技術者が派遣業務を遂行するのに必要な施設、コンピュータその他の機械、
設備、技術資料等（以下総称して、提供物という）を無償で貸与、提供するものとする。 

 
第１２条 （秘密保持） 

甲及び乙は、業務の遂行により知り得た相手先の業務に関する秘密について、不当に漏
洩し、開示し、又は不正に利用する等してはならない。また、乙は派遣技術者にもそれを
徹底、遵守させる責任を負う。 

２．甲及び乙は、個人情報の保護に関する法律（本項において、以下「法」という。）に定
める個人に関する情報であって、業務の遂行により知り得たもの（以下「個人情報」とい
う。）を不当に漏洩し、開示し、又は不正に利用する等してはならない。法、関連法規お
よび関係省庁が作成した個人情報保護に関するガイドラインを誠実に守り、個人情報取
扱事業者に要求される適正な取り扱いを図るものとする。また、乙は派遣技術者にもそれ
を徹底、遵守させる責任を負う。 

３．乙は派遣技術者に対し、前各項に定める甲の秘密事項や個人情報の機密管理の教育を行
う。また、乙は、乙あてに派遣技術者から前２項に定める守秘義務の履行に関する誓約書
を提出させ、甲の機密保持の確保を図るものとする。 

 
第１３条 （権利の帰属） 

本業務遂行の過程で生じた著作権は、乙または第三者が従前から有していたものを除
き、甲に帰属する。 

２．乙が本業務に係り第三者が有する著作権を利用する場合、乙の責任において解決をする
こととし、その費用は契約金額に含むこととする。 

３．本業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等に係る特許権その他
の知的財産権（特許その他の知的財産権を受ける権利を含む。但し、著作権は除く。）、ノ



ウハウ等に関する権利（以下、総称して「特許権等」という。）は、甲に帰属するものと
する。 

４．乙が従前から有していた特許権等を本業務に利用した場合、甲は、本業務の成果物を自
己利用するために認められた範囲で、当該特許権等を実施又は利用することができるこ
ととし、その費用は契約金額に含むこととする。 

５．乙が本業務に係り、第三者が有する特許権等を利用する場合、乙の責任において解決を
することとし、その費用は契約金額に含むこととする。 

 
第１４条 （厚生施設等） 

派遣技術者が利用できる甲の福利厚生施設等は、個別契約でこれを定めるものとする。 
 

第１５条 （派遣料の精算） 
派遣技術者の対象期間における１日の派遣業務実施時間（以下、「実施時間」という）

が、個別契約で定める基準時間（以下、「基準時間」という）を超過する場合は、２５％
増しの料金、また休日の就業については３５％増しの料金を請求することができる。ただ
し、基準時間を超える業務の実施および休日の就業については、甲の適正な判断のもと当
該業務の実施が必要とみなされた場合に限る。 

 
第１６条 （旅費、交通費等） 

派遣技術者が派遣業務を実行するために必要な旅費、交通費等その他の費用は甲の負
担とする。但し、個別契約で定める作業場所までの交通費は乙の負担とする。 

２．前項に定める甲の負担する費用の詳細については、甲乙協議の上定めるものとする。 
 
第１７条 （支払方法） 

乙は、毎月末日を締切日とし、第１５条及び第１６条を勘案して算出した月額の派遣料
金を、当該月の翌月５日までに甲に請求するものとし、甲は、乙に対し、速やかに銀行振
込により支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。 

 
第１８条 （損害賠償） 

甲、乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、
相手方に対して、損害賠償を請求することができる。 

 
第１９条 （解除） 

甲、乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告
なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。 

① 重大な過失又は背信行為があった場合 
② 支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手

続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合 
③ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 



④ 公租公課の滞納処分を受けた場合 
⑤ その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合 

２．甲、乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反（別添の仕様書において定められ
た個々の業務の不備を含む。）し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の不履行が
是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

３．甲、乙について、暴力団が関与していることが判明した場合の契約解除については、
第 21 条の規定が本条の規定に優先して適用されるものとする。 

 
第２０条 （本契約及び個別契約の変更） 

本契約の内容の変更は、当該変更内容につき事前に甲乙協議の上、別途、変更契約を締
結することによってのみこれを行うことができるものとする。 

２．甲又は乙は、個別契約の内容について変更を行うとする場合、その変更の内容、理由等
を明記した書面をもって相手方に申入れるものとする。 

３．前項の変更の申入れがあった場合、甲及び乙は、当該申入れの日から１０日以内に当該
変更の内容及び可否につき協議を行ない、変更契約を締結する。なお、かかる協議が調
わない間、乙は特段の事情がない限り、変更前の条件に従って作業を進めることができ
るものとする。 

４．個別契約の変更は、前項記載の協議にもとづき、変更契約を締結することをもってのみ
これを行う。但し、協議の結果、甲乙がその変更の内容が軽微なものと判断した場合、
変更契約締結に代えて、変更の内容、理由等を明記した書面に甲及び乙が記名捺印する
ことをもってこれを行うことができるものとする。 

 
第２１条 （反社会的勢力の排除） 
  甲または乙（法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む｡）が、暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する暴力団又
は暴力団員と関係があることが判明した場合（以下、本条では暴力団又は暴力団員と関係
があったものを「当事者」という。）、相手方は何らの催告なしに直ちに本契約を解除する
ことができる。 

２．当事者は、契約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約
金額）の１００分の１０に相当する金額（その金額に１００円未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てた金額）を、相手方が本契約を解除するか否かにかかわらず、且つ、
相手方が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、違約金（損害賠償額の
予定）として相手方の指定する期間内に支払わなければならない。 

３．第１頃に規定する場合において、当事者が事業者団体であり、既に解散しているときは、
相手方は、当事者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求する
ことができる。この場合において、当事者の代表者であった者及び構成員であった者は、
連帯して支払わなければならない。 

４．第２項の規定は、相手方に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超
える場合において、相手方がその超える分について当事者に対し損害賠償金を請求する



ことを妨げるものではない。 
５．当事者が、第２項の違約金及び前項の損害賠償金を相手方が指定する期間内に支払わな

いときは、当事者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年５パ
ーセントの割合で計算した金額の遅延利息を相手方に支払わなければならない 

６．本条の規定は、本契約が終了した後も有効に存続するものとする。 
 
第２２条 （有効期間） 

本契約の有効期間は、契約締結の日より本契約期間満了日の令和７年７月３１日まで
とする。 

２．本契約の期間満了前に本契約を任意に解約したい場合、解約を希望する３ヶ月前までに
相手方に書面にて申し出るものとする。但し、存続する個別契約がある場合は、当該個
別契約の期間満了までは、本契約を解約できないものとする。 

 
第２３条 （合意管轄裁判所） 

本契約及び個別契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専
属的合意管轄裁判所とする。 

 
第２４条 （協議） 

甲及び乙は、本契約及び個別契約の内容について疑義が生じた場合及び定めのない事
項については、信義誠実の原則に従い協議の上これを解決するものとする。 

 
 

本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名捺印の上、各１通を保有する。 
 
 

年  月  日 
 
甲 東京都渋谷区本町１－１－１ 
  公益財団法人新国立劇場運営財団 
  理事長 尾﨑 元規 
 
 
乙 ******* 



特定労働者派遣個別契約書（案） 

 
公益財団法人新国立劇場運営財団（以下、「甲」という）と＊＊＊＊（以下、「乙」という）
とは、甲乙間で締結した＊＊年＊＊月＊＊日付の特定労働者派遣基本契約書（以下、「基本
契約」という）の定めに従い、以下の通り技術者派遣個別契約（以下、「本契約」という）
を締結する。 
 
 
1. 派遣業務の内容： 新国立劇場総合情報システム総括運用支援業務 
 
2. 派遣人員： １人 
 
3. 就業場所の名称および所在地 

就業場所の名称： 公益財団法人新国立劇場運営財団 
就業場所の所在地： 東京都渋谷区本町１丁目１番１号（新国立劇場） 
就業場所の部署： 総務部施設課 
就業場所の連絡先： 03-5351-3011 

 
4. 甲の派遣先責任者 

所 属：公益財団法人新国立劇場運営財団 
役 職：総務部長 
氏 名：＊＊＊＊ 
連絡先：03-5351-3011（代表） 

 
5. 乙の派遣元責任者 

所 属：＊＊＊＊ 
役 職：＊＊＊＊ 
氏 名：＊＊＊＊ 
連絡先：＊＊＊＊ 
 

6. 甲の指揮命令者 
所 属：公益財団法人新国立劇場運営財団 
役 職：総務部 施設課長 
氏 名：＊＊＊＊ 
連絡先：03-5352-5782 

 
7. 派遣期間： 令和４年８月１日から令和７年７月３１日まで 



8. 派遣就業日： 土、日、祝日及び振替休日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで）
を除く毎日。但し、甲の業務の都合により乙の就業規則の定めるところによって事前に
本人に通知の上、振替就業することがある。 

 
9. 就業時間： ９時３０分から１８時１５分まで 
 
10. 休憩時間： １時間 
 
11. 基準時間： ７時間４５分 
 
12. 時間外および休日労働： 

１月あたりの時間外労働の上限： ４５時間 
１月あたりの休日労働の上限 ： ４日 

 
13. 安全および衛生： 

コンピュータを連続して操作する時間は、１時間までとする。 
１時間以上を連続して操作したときには、少なくとも１０分間の休憩時間を与える。
その他、甲は派遣法第４４条から第４７条の２までの規定により課された責任を負う。 

 
14. 基準時間を超過した場合の派遣料 

(1) 派遣技術者の 1 日の派遣業務実施時間（以下実施時間という）が基準時間を超える場
合の実施時間は２５％増しの料金、また休日の就業については３５％増しの料金を
請求することができる。ただし、基準時間を超える業務の実施および休日の就業につ
いては、甲の適正な判断のもと当該業務が必要とみなされた場合に限る。 

(2) 基準時間を超える場合、および所定休日の就業時間は１５分単位とし、端数は切り捨
てるものとする。  

 
15. 派遣技術者からの苦情の処理 

(1) 苦情の申出を受ける者： 
甲： 
所 属：公益財団法人新国立劇場運営財団 
役 職：総務部 総務課長 
氏 名：＊＊＊＊ 
連絡先：03-5351-3011（代表） 

 
 乙： 

所 属：＊＊＊＊ 
役 職：＊＊＊＊ 



氏 名：＊＊＊＊ 
連絡先：＊＊＊＊ 

 
(2) 苦情処理方法、連携体制 

① 甲における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、直ちに 4 に定める派遣先
責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意をもって遅
滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとしその結果について必ず
派遣技術者に通知することとする。 

② 乙における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、直ちに 5 に定める派遣元
責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意をもって遅
滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとしその結果について必ず
派遣技術者に通知することとする。 

③ 甲及び乙は、各々自社内でその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、
相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図る
こととする。 

 
16. 一定の中途解約にあたって講ずる措置 

(1) 甲は、専ら甲に起因する事由により、本契約の中途解約を行おうとする場合には、
あらかじめ３０日以上の猶予期間をもって乙に中途解約の申し入れを書面にて行
い、乙の合意を得ることとする。 

(2) 甲及び乙は、派遣期間が満了する前に派遣技術者の責に帰すべき事由以外の事由
により中途解約を行った場合には、甲の関連会社を斡旋する等により、本契約に係
る派遣技術者の新たな就業機会の確保を図ることとする。 

(3) 甲は、自己の責に帰すべき事由により、本契約の中途解約を行おうとしたものの、
(2)の新たな就業機会の確保を図ることができない場合において、乙がやむを得ず
派遣技術者を休業させること等を余儀なくされたことにより、乙に損害が生じた
ときは、甲は派遣技術者の休業手当に相当する額以上の金額を乙に賠償するもの
とする。 

(4) (2)に定める新たな就業機会の確保を図ることができない場合において、乙がやむ
を得ず派遣技術者を解雇することとなり、甲が乙に対し３０日前までに当該中途
解約の申入れを行わなかったことにより、乙が派遣技術者に対し解雇を何ら予告
できず、または解雇日の３０日前までに予告できず、乙に損害が生じたときは、甲
は、次の各号に定める金額を賠償するものとする。 

①乙が派遣技術者に対し、何らの解雇の予告を行うことができず、乙に損害が生じた
ときは、３０日分以上の当該派遣技術者の賃金に相当する金額 

②乙が派遣技術者に対し、解雇日の３０日前までに当該解雇の予告を行うことがで
きず、乙に損害が生じたときは、当該解雇の３０日前の日から乙による解雇予告の
日までの日数分の派遣技術者の賃金に相当する金額 



(5) 甲は本契約の中途解約を行う場合であって、乙から請求があったときは、当該中途
解約を行う理由を乙に書面にて通知するものとする。 

 
 
 
 本契約の証として、本書２通を作成し、甲乙記名捺印の上、各１通を保有する。 
 
 
＊＊年＊＊月＊＊日 
 

甲  東京都渋谷区本町１丁目１番１号 
     公益財団法人新国立劇場運営財団 
     理事長  尾﨑 元規 
 
     
 

乙  ＊＊＊＊＊ 
 


